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令和元年第３回滝川市議会定例会（第１日目）

令和 元年 ９月 ４日（水）

午前 ９時５５分 開 会

午後 ０時０６分 散 会

〇議事日程

日程第 １ 会議録署名議員指名

日程第 ２ 会期決定

日程第 ３ 議長報告

日程第 ４ 行政報告

日程第 ５ 報告第 ３号 専決処分について（損害賠償額の決定）

日程第 ６ 議案第 １号 令和元年度滝川市一般会計補正予算（第３号）

議案第 ８号 滝川市における子ども・子育て支援法第８７条の規定に基づく過料

に関する条例及び滝川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する条例の一部を改正する条例

議案第１０号 滝川市こども発達支援センター条例等の一部を改正する条例

日程第 ７ 議案第 ２号 令和元年度滝川市介護保険特別会計補正予算（第２号）

〇追加日程

日程第 ８ 議案第 ３号 滝川市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

日程第 ９ 議案第 ４号 滝川市手数料条例の一部を改正する条例

日程第１０ 議案第 ５号 滝川市スポーツセンター条例の一部を改正する条例

日程第１１ 議案第 ６号 滝川市石狩川河川敷パークゴルフ場条例の一部を改正する条例

日程第１２ 議案第 ７号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

日程第１３ 議案第 ９号 滝川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例の一部を改正

する条例

日程第１４ 報告第 １号 平成３０年度決算に係る健全化判断比率について

日程第１５ 報告第 ２号 平成３０年度決算に係る資金不足比率について

日程第１６ 決算大綱説明及び監査委員の決算審査報告

認定第 １号 平成３０年度滝川市一般会計歳入歳出決算の認定について

認定第 ２号 平成３０年度滝川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

認定第 ３号 平成３０年度滝川市公営住宅事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

認定第 ４号 平成３０年度滝川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

認定第 ５号 平成３０年度滝川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて



- 2 -

認定第 ６号 平成３０年度滝川市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定

について

認定第 ７号 平成３０年度滝川市下水道事業会計決算の認定について

認定第 ８号 平成３０年度滝川市病院事業会計決算の認定について

議案第１１号 決算審査特別委員会の設置について

選任第 １号 決算審査特別委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任につい

て

〇出席議員 （１６名）

１番 三 上 裕 久 君 ２番 堀 重 雄 君

３番 木 下 八重子 君 ４番 山 口 清 悦 君

５番 山 本 正 信 君 ６番 渡 邊 龍 之 君

７番 関 藤 龍 也 君 ８番 寄 谷 猛 男 君

９番 佐々木 和 代 君 １０番 安 樂 良 幸 君

１１番 本 間 保 昭 君 １２番 田 村 勇 君

１３番 柴 田 文 男 君 １４番 荒 木 文 一 君

１５番 水 口 典 一 君 １６番 東 元 勝 己 君

〇欠席議員 （０名）

〇説 明 員

市 長 前 田 康 吉 君 副 市 長 千 田 史 朗 君

教 育 長 山 﨑 猛 君 監 査 委 員 宮 崎 英 彰 君

会 計 管 理 者 田 湯 宏 昌 君 総 務 部 長 中 島 純 一 君

総 務 部 次 長 長 瀬 文 敬 君 総 務 部 次 長 柳 圭 史 君

市 民 生 活 部 長 浦 川 学 央 君 保 健 福 祉 部 長 国 嶋 隆 雄 君

産 業 振 興 部 長 鎌 田 清 孝 君 産業振興部次長 阪 本 康 雅 君

建 設 部 長 山 崎 智 弘 君 市立病院事務部長 椿 真 人 君

教 育 部 長 田 中 嘉 樹 君 教育部指導参事 廣 瀬 一 仁 君

監 査 事 務 局 長 杉 原 慶 紀 君 総 務 課 長 深 村 栄 司 君

企 画 課 長 諏 佐 孝 君 財 政 課 長 堀之内 孝 則 君

〇本会議事務従事者

事 務 局 長 竹 谷 和 徳 君 次 長 菊 田 健 二 君

書 記 村 井 理 君 書 記 池 田 茂 喜 君
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開会 午前 ９時５５分

◎開会宣告

〇議 長 ただいまより、本日をもって招集されました令和元年第３回滝川市議会定例会を開会

いたします。

ただいまの出席議員数は、１６名でございます。

◎開議宣告

〇議 長 これより本日の会議を開きます。

◎日程第１ 会議録署名議員指名

〇議 長 日程第１、会議録署名議員を指名いたします。

会議録署名議員は、議長において寄谷議員、佐々木議員を指名いたします。

◎日程第２ 会期決定

〇議 長 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月１８日までの１５日間といたしたいと思

います。これに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、会期は１５日間と決定いたしました。

◎日程第３ 議長報告

〇議 長 日程第３、議長報告を行います。

報告事項は、お手元に印刷配付のとおりでありますので、お目通しをお願いいたします。

以上で議長報告を終わります。

◎日程第４ 行政報告

〇議 長 日程第４、行政報告を行います。

行政報告を求めます。市長。

〇市 長 おはようございます。本日、令和元年第３回滝川市議会定例会が招集され、会期中に

おきまして平成３０年度各会計の決算認定のほか、補正予算及び条例改正など幅広くご審議をいた

だくわけでございますが、ご提案を申し上げます各議案につきましてはそれぞれ詳しくご説明、ご

報告を申し上げますので、十分ご審議をいただきまして原案にご賛同いただきますよう、冒頭お願

いを申し上げます。

議長に行政報告の発言の許可をいただきましたので、以下ご報告を申し上げます。令和元年５月

１４日から８月２１日までの間の行政報告につきましては、あらかじめ議案とともに配付させてい
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ただいておりますので、お目通しをいただきたいと思います。私から別途以下の件につきまして口

頭でご報告を申し上げます。

最初に、令和元年度普通交付税の交付額の決定についてご報告させていただきます。総務省は、

去る７月２３日に各地方公共団体に対する普通交付税の交付額等を決定し、閣議報告を行ったとこ

ろですが、滝川市に対する普通交付税の交付額は５９億７，８９４万円で、前年度決算比、プラス

１．９パーセント、１億１，０１５万円の増となり、臨時財政対策債発行可能額と合わせますと６

４億１，０４２万円で、前年度決算比、マイナス０．１パーセント、３３２万円の減、現計予算比

でプラス１．３パーセント、８，０１０万円の増となりました。増額の主な要因としては、基準財

政収入額において市町村民税法人税割や地方消費税交付金が減額になったことなどが挙げられると

ころです。全国ベースで見ると、市町村における普通交付税の交付額は、対前年比でプラス１．８

パーセント、臨時財政対策債発行可能額を含めるとマイナス２．３パーセントということでありま

す。滝川市といたしましては、引き続き常に適切な見直しを図りながら、限られた財源のもと、よ

り効率的な事業の執行に努めてまいります。

最後に、農作物の生育状況についてご報告いたします。本年は、５月、６月に雨不足の状況が続

き、作物の生育への影響が懸念されておりましたが、現在のところ生育は順調に進んでおります。

９月１日現在の生育状況がまだ公表されておりませんので、８月１５日現在の主な作物の生育状況

について報告させていただきます。水稲は、穂ぞろいに時間を要し、生育期の圃場間格差が極めて

大きい傾向にありましたが、登熟は順調に進んでおり、生育は平年より３日早く進んでいる状況で

す。大豆は、生育が平年より７日早く、着莢数も平年並みとなり、生育は順調です。タマネギは、

球径が平年比１０４パーセントと生育は平年並みとなっており、収穫作業は平年より９日早い状況

です。リンゴは、生育が平年より６日早く、体積比も平年比１２１パーセントとなっており、黒星

病の発生は見られましたが、生育は順調です。

以上を申し上げまして行政報告といたします。

〇議 長 次に、教育行政報告を求めます。教育長。

〇教 育 長 おはようございます。議長に教育行政報告の発言の許可をいただきましたので、以下

ご報告を申し上げます。

令和元年５月１４日から令和元年８月２１日までの間の教育行政報告につきましては、お手元に

印刷配付させていただいておりますので、お目通しいただき、以下１点、パラリンピック合宿誘致

について口頭でご報告を申し上げます。

来年東京で開催される東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、市ではこれ

までパラカヌー競技に絞って合宿誘致活動を進めてまいりました。関係する多くの方々の協力をい

ただきながら、これまで数カ国と折衝を重ねてまいりましたが、このたびアルゼンチン共和国パラ

カヌーチームの事前合宿についてアルゼンチンパラリンピック委員会との間で合意し、６月２１日

に同会会長と滝川市長の間で基本合意書を締結いたしました。これにあわせ市では大会参加国と地

方自治体とが相互交流を促進する目的で国が推進しているホストタウンの登録申請を行い、８月３

０日に登録決定をいただいたところであります。また、８月２９日にはアルゼンチンチームの滝川
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合宿を市を挙げて歓迎すべく、関係団体と組織する滝川市東京２０２０ホストタウン推進協議会を

発足し、受け入れ態勢を整えたところであります。一方、東京２０２０パラリンピック競技大会の

出場権獲得を兼ねた世界選手が８月２１日から２４日の間ハンガリーで開催され、アルゼンチン代

表選手の１人が東京パラ大会出場の内定を得たということで、事前合宿実現に向けて大きく前進し

たものと考えています。この後の予定ですが、９月末にはアルゼンチン共和国パラリンピック委員

会会長が来滝され、事前合宿に関する協定書調印式のほか、Ｂ＆Ｇ海洋センターを初め関係施設の

視察等を行うことで調整中であります。

以上を申し上げまして教育行政報告といたします。

〇議 長 報告が終わりました。

これより口頭による報告事項に対する質疑を行います。質疑ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結いたします。

これをもちまして行政報告を終わります。

◎日程第５ 報告第３号 専決処分について（損害賠償額の決定）

〇議 長 日程第５、報告第３号 専決処分について（損害賠償額の決定）を議題といたします。

説明を求めます。教育部長。

〇教育部長 それでは、報告第３号、専決処分につきまして地方自治法第１８０条第１項の規定に

基づき専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告をいたします。

専決事項は、車両損傷事故に伴う損害賠償額の決定でございます。事故発生日時は令和元年７月

３日午前７時ごろです。事故発生場所は、滝川市立東小学校敷地内駐車場でございます。相手方は

記載のとおりとなってございます。損害賠償額は、車両の修理費８万２，６２０円でございます。

なお、この賠償額につきましては、市が加入します全国市長会学校災害賠償補償保険で全額が補填

されることとなります。また、事故の原因でございますけれども、学校業務員が児童の登校前に作

業を終える予定で草刈りを実施しておりました。そのときに早番の給食調理員であった相手方の出

勤時間と重なってしまい、草刈り機にはね飛ばされた小石が駐車していた車両のフロントガラスを

直撃しまして、損傷を与えたものでございます。専決処分年月日は、令和元年７月２９日でござい

ます。

以上、報告第３号の説明とさせていただきます。

今回の車両事故につきましては、相手方にご迷惑をおかけし、心からおわびを申し上げますとと

もに、市民の皆様におわびを申し上げるところでございます。今後作業を行う際のルールを徹底し、

安全確保に努めてまいります。まことに申しわけございませんでした。

〇議 長 説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ございますか。柴田議員。

〇柴田議員 １点だけ、こういった事故というのはどこでも起こり得る事故で、対応は意外と簡単
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な対応だと思うのですけれども、これ別に東小学校で起こったけれども、あちこちの小学校で、あ

るいは中学校でも起き得る事故です。今後どういう対応をしていこうとしているのか。

もう一つが早朝の作業ということで、学校の業務主事さんにも相応の負担がかかっていくかもし

れない案件です。こういった早朝をさらに前倒して、誰も車が駐車していない時間に草刈りをさせ

るだとかということになると、業務内容に相当厳しい状況が生まれるのではないかなと。これから

の事後策について教育委員会として何かお考えがあるのか、その１点お伺いしておきたいと思いま

す。

〇議 長 教育部長。

〇教育部長 まず、安全対策でございます。実は、五、六年前にこの種の事故が少し続いたという

ことがございまして、その際にこの作業のルールというものをつくりました。それ以降しばらくな

かったわけですけれども、今回の原因としましては、作業するときには前日に教職員全員に周知を

しまして、そこの場所の近くにはとめないということを徹底しておりましたけれども、今回たまた

ま給食調理員、早番の調理員にその連絡が漏れていたということが考えられます。これについては、

全く防げることであったということで、大いに反省しなければいけないところです。

それから、業務員が早朝にということは、基本的には教職員の車はその近くにとめないというル

ールがありますけれども、要は登校中の子供たちに事故があってはいけないということで早朝に作

業をすると。その際には、例えば年３回なりありますけれども、その日の業務時間を繰り上げる、

帰る時間を早くするだとか、場合によっては超勤対応ということになっております。

以上です。

〇議 長 柴田議員。

〇柴田議員 別に責めているわけではないので。ただ、今答弁にあったようにたしか五、六年前こ

れ本当に続いた事故で、あのとききちっと対応したはずなのに何で起きたのかなということで、先

ほどの説明の中になかったので、ちょっとお聞きしたいことがあったのです。

それで、とにかく現場の業務主事さんに余り無理な注文をつけてやることのないようにこれから

もお願いしたいし、こういった事故って起きると思うのです。それで、たまたま今回連絡がなかっ

たと、それも理解はしますけれども、今後においても余り現場に負担のかからないような業務にし

ていただきたいなと思うものですから、その点について再度教育部長のお考えをお伺いしておきた

いと思います。

〇議 長 教育部長。

〇教育部長 了解しました。各学校の業務主事さん非常に一生懸命今やってくれております。それ

に甘えることなく、しっかりとした勤務時間の徹底ですとか超勤対応、これを心がけていきたいと

思います。

〇議 長 そのほか質疑ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結いたします。
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報告第３号は、報告済みといたします。

◎日程第６ 議案第 １号 令和元年度滝川市一般会計補正予算（第３号）

議案第 ８号 滝川市における子ども・子育て支援法第８７条の規定に基づ

く過料に関する条例及び滝川市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する条例の一部を改正する条例

議案第１０号 滝川市こども発達支援センター条例等の一部を改正する条例

〇議 長 日程第６、議案第１号 令和元年度滝川市一般会計補正予算（第３号）、議案第８号

滝川市における子ども・子育て支援法第８７条の規定に基づく過料に関する条例及び滝川市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する条例の一部を改正する条例、議案第１０号

滝川市こども発達支援センター条例等の一部を改正する条例を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。副市長。

〇副 市 長 ただいま上程されました議案第１号 令和元年度滝川市一般会計補正予算（第３号）

についてご説明申し上げます。

今回の補正は、医療扶助費や生活扶助費などに係る平成３０年度国庫補助負担金及び道費補助負

担金の事業費確定に伴う返還金及び１０月から幼児教育・保育無償化に伴う関連費用の補正などが

主な内容となってございます。

１ページをごらんください。第１条第１項で、歳入歳出の総額にそれぞれ１億３，５０２万６，

０００円を追加し、予算の総額を２１０億２，３７２万７，０００円としたいとするものでござい

ます。

第２項で、補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表によるところでございます。

２ページから３ページまでは、第１表、歳入歳出予算補正でございますので、お目通しをいただ

きたいと思います。

続きまして、補正の内容につきましては事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、

１０ページ、１１ページをお開き願います。２款１項３目企画費、補正額１７０万円の増額につき

ましては、企画調査に要する経費の補正でございます。ＪＲ北海道の極めて厳しい経営状況を踏ま

え、維持困難線区の全体の利用促進を図る観点から、ＪＲ北海道が実施する定時性や利便性、快適

性の向上などに資する設備投資に対し、北海道沿線市町村等が一体となって支援することを目的と

して、根室線利用促進環境整備支援金を支給するために補正したいとするものでございます。

３款１項２目障害者福祉費、補正額１１５万５，０００円の増額につきましては、障害者自立支

援事務に要する経費の補正でございます。就学前の障がい児の発達支援の無償化への対応並びに消

費税増税に伴う報酬及び処遇改善加算改定への対応に伴う障害者自立支援給付審査支払等システム

を改修するため補正したいとするもので、障がい児無償化に係るシステム改修の費用は全額が、消

費税改定に係るシステム改修の費用は２分の１が厚生労働省の障害者自立支援給付審査支払等シス

テム事業国庫補助金で措置されるものでございます。

３款２項１目児童母子福祉費、補正額８６万円の増額につきましては、未婚の児童扶養手当受給
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者に対する臨時特別給付金に要する経費の補正でございます。国は、消費増税となる環境の中、子

供の貧困に対応するため、臨時特別の措置として児童扶養手当受給者のうち未婚の児童扶養手当受

給者に対し、２０１９年度において１万７，５００円を１回のみ児童扶養手当に上乗せして給付す

ることを受け、対象者に支給することに伴う事業費及び事務費を補正したいとするもので、費用の

全額が厚生労働省の未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金事業費補助金及び事務費補

助金で措置されるものでございます。

３款２項２目保育所費、補正額７８４万円の増額につきましては、保育所の運営管理に要する経

費の補正でございます。３歳から５歳までの全ての子供とゼロ歳から２歳までの住民税非課税世帯

の子供を対象として、幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料を無償化する国の幼児教育・保育

の無償化に対応するための費用を補正したいとするもので、費用の２分の１が内閣府の子育てのた

めの施設等利用給付交付金及び子どものための教育・保育給付交付金で措置され、費用の４分の１

が北海道の子育てのための施設等利用給付交付金及び子どものための教育・保育給付費道費負担金

で措置されるものでございます。また、これに伴う市負担相当額は、内閣府の子ども・子育て支援

臨時交付金で全額措置されるとともに、幼児保育無償化に係る事務費等の全額が北海道の子ども・

子育て支援事業費補助金で措置されるものでございます。

３款３項１目生活保護費、補正額１２３万２，０００円の増額につきましては、生活困窮者自立

支援事業に要する経費の補正でございます。平成３０年度に創設された生活保護世帯に対する進学

準備給付金がマイナンバー情報連携の対象となったこと及び生命保険会社に対する資産調査のため

の照会様式が全国統一様式へ変更されたこと並びに月次年次調査項目が追加されたことに伴い、生

活保護電算システムを改修するため補正したいとするもので、進学準備給付金のマイナンバー情報

連携費用は３分の２が、生命保険会社に対する照会様式の統一及び調査項目の追加に係る費用の２

分の１が厚生労働省の生活困窮者就労準備支援金事業費補助金で措置されるものでございます。

４款１項４目環境衛生費、補正額４２１万３，０００円の増額につきましては、二酸化炭素排出

抑制対策事業等に要する経費の補正でございます。第２次滝川市環境基本計画地域行動計画に基づ

き展開する市民運動エコライフたきかわに環境省が推進している国民運動クールチョイスの視点を

踏まえ、地域でのクールビズ、ウォームビズやエコドライブなどの低炭素ライフスタイルの普及啓

発活動を行いたいとするもので、費用の全額が一般社団法人地域循環共生社会連携協会の二酸化炭

素排出抑制対策事業費等補助金で措置されるものでございます。

１２ページ、１３ページをお開き願います。６款１項２目農業振興費、補正額５８９万６，００

０円の増額ですが、担い手育成に要する経費の補正につきまして２点ございます。１点目は、強い

農業担い手づくり総合支援交付金推進事業は、認定農業者等の担い手が金融機関から融資を受けて

農業機械を導入する際、事業費の３割まで、また融資額が個人での上限額１，０００万円、もしく

は法人での上限額１，５００万円のいずれか低い額を助成する補助事業でありまして、採択を受け

た１件の経営体に対し助成金を支出するため４１９万３，０００円を補正したいとするもので、費

用の全額が農林水産省の強い農業づくり事業費補助金で措置されるものでございます。２点目の農

業用ハウス強靱化緊急対策事業は、老朽化した農業ハウスが強風、豪雨、大雪等の被害をもたらす
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ような厳しい気象条件でも十分な耐久性を得るためにハウスに防風ネットを設置するなどハウスの

補強を目的とした緊急対策支援事業で、今後１０年以上の利用が見込まれるハウスを対象として事

業費の５割以内を助成する補助事業であり、採択を受けた２件の農家に対し助成金を支出するため

１７０万３，０００円を補正したいとするもので、費用の全額が農林水産省の農業用ハウス強靱化

緊急対策事業補助金で措置されるものでございます。

６款１項４目農地費、補正額９５７万３，０００円の増額につきましては２点ございます。１点

目は、土地改良に要する経費の補正でございます。平成３０年度の西日本豪雨により防災重点ため

池に指定されていないため池が決壊し、人命を奪う甚大な被害を与えたことを受け、国が防災重点

ため池の指定基準の見直しをしたことにより、新たに防災重点ため池として指定を受けた江部乙第

３号貯水池のハザードマップを作成するため３５９万７，０００円を補正したいとするもので、費

用の全額が農林水産省の農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金で措置されるものでございます。

２点目は、多面的機能支払交付金事業に要する経費の補正でございます。平成３１年４月から令和

６年３月までの５年間、新たな活動契約となることから農用地の精査を行ったところ、対象農用地

の面積が増加したこと及び制度改正によりこれまで取り組んできた多面的機能の増進を図る活動に

加え、新たに１つ以上の活動を追加した場合加算措置が受けられることとなり、これに取り組む４

つの活動組織の交付金が増加することに伴い、多面的機能支払交付金５９７万６，０００円を補正

したいとするもので、費用の４分の３が農林水産省の多面的機能支払交付金事業補助金で措置され

るものでございます。

７款１項２目観光費、補正額７３３万９，０００円の増額につきましては、たきかわ観光国際交

流スクエアの運営管理に要する経費の補正でございます。観光振興や国際交流のさらなる推進と駅

前活性化を目的として、市内外観光情報の発信及び案内並びに国際交流関連情報の発信などを行う

たきかわ観光国際交流スクエアを旧中央バス滝川ターミナルの一部を活用して開設するために必要

な備品類の購入及び内装工事等に係る費用として補正したいとするもので、費用の全額をふるさと

基金から繰り入れしたいとするものでございます。

１０款１項３目教育振興費、補正額３，５４１万３，０００円の増額につきましては、その他教

育振興に要する経費の補正でございます。保育所の運営管理に要する経費の補正と同様に、３歳か

ら５歳までの子供を対象として幼稚園保育料等の費用の無償化及び年収３６０万円相当の世帯や第

３子以降の子供の幼稚園給食の副食費の支援を行うための費用として６，６２５万４，０００円を

補正したいとするもので、費用の２分の１が内閣府の子育てのための施設等利用給付交付金及び３

分の１が地域子ども・子育て支援交付金で措置され、費用の４分の１が北海道の子育てのための施

設等利用給付交付金、３分の１が子ども・子育て支援交付金で措置されるものでございます。また、

これに伴う市負担額相当は、内閣府の子ども・子育て支援臨時交付金で従前の幼稚園就園奨励費の

市負担分を除き、全額措置されるものでございます。また、１０月から幼児教育・保育の無償化に

よって廃止される私立幼稚園就園奨励費補助金を３，０８４万１，０００円減額したいとするもの

でございます。

１４ページ、１５ページをお開き願います。１０款７項１目体育振興費、補正額１８０万円の増
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額につきましては、東京オリンピック・パラリンピック連携事業に要する経費の補正でございます。

これにつきましては、先ほど教育長のほうから説明がありましたけれども、これに伴います今年度

においてはアルゼンチンパラリンピック委員会会長が９月末に来日し、滝川市に来訪する予定にな

っており、ここで事前合宿に係る詳細について取り決めを決める協定書の調印式を挙行するほか、

ボランティア養成事業等の実施を予定しており、それらの関連経費について交付金として協議会へ

交付するため補正したいとするものでございます。

１２款１項１目過年度過誤納還付金及び還付加算金、補正額５，８００万５，０００円の増額に

つきましては、多面的機能支払交付金に係る返還金及び平成３０年度国庫補助金等の確定に伴う返

還金の補正でございます。内訳としましては、多面的機能支払交付金３１万５，０００円、子ども

・子育て支援交付金１２３万８，０００円、母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金７１万７，

０００円、子どものための教育・保育給付費交付金１６５万円、子どものための教育・保育給付費

道費負担金７６万９，０００円、自立支援給付費国庫負担金６８８万６，０００円、自立支援給付

費道費負担金２３６万９，０００円、障害者医療費国庫負担金３７３万９，０００円、障害者医療

費道費負担金８５万４，０００円、障害児支援給付費国庫負担金１４万円、障害児支援給付費道費

負担金２０万２，０００円、生活扶助費等国庫負担金４６５万円、生活扶助費等道費負担金４２６

万２，０００円、医療費扶助費等国庫負担金２，９６０万９，０００円、介護扶助費等国庫負担金

３４万２，０００円、生活困窮者自立相談支援事業費等負担金１１万６，０００円、生活困窮者等

就労準備支援事業費等補助金で１４万７，０００円となってございます。

以上、歳出合計で１億３，５０２万６，０００円の増額となったところでございます。

続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、６ページ、７ページをお開き願います。１

４款１項２目民生費負担金から２０款２項１目基金繰入金までは、いずれも歳出関連でございます。

２１款１項１目繰越金４，２７７万７，０００円の増は、補正に必要な一般財源を繰越金で調整

したいとするものでございます。

２２款５項２目雑入は歳出関連でございます。

以上、歳入合計で１億３，５０２万６，０００円の増額となったところでございます。

以上を申し上げまして議案第１号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。

〇議 長 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 議案第８号、ただいま上程されました滝川市における子ども・子育て支援法第８

７条の規定に基づく過料に関する条例及び滝川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。

改正の趣旨ですが、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律及び特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が施行され、過料及び食事の提供

に要する費用等に係る所要の整備等を行うため改正したいとするものです。

第１条において子ども・子育て支援法第１３条及び第１４条に基づく報告を求められた場合、正

当な理由なく拒否、虚偽の報告等をした場合に過料を科すよう定めておりますが、新設された子育
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てのための施設等利用給付についても同様の過料を科すとの規定を追加するものです。

第２条において食事の提供に関する費用の基準を改正し、第１号認定及び第２号認定の子供の副

食費の経費について保護者から支払いを受けることができるとする規定と、年収３６０万円未満相

当世帯及び全所得階層の第３子以降の第１号認定及び第２号認定の子供の副食費の支払いを免除し、

保護者から徴収可能な費目から除外する規定を追加するものです。

附則につきましては、令和元年１０月１日から施行したいとするものです。

以上、議案第８号の説明とさせていただきます。

続きまして、議案第１０号 滝川市こども発達支援センター条例等の一部を改正する条例につき

ましてご説明いたします。

改正の趣旨でございますが、令和元年１０月１日より３歳から５歳までの幼児教育・保育に係る

利用料無償化にあわせ、６月５日に公布された児童福祉法施行令の一部を改正する政令により、３

歳から５歳までの障がい児の発達支援の利用者負担が無償化されることとなりました。このことに

伴う所要の整理を行うため改正したいとするものです。

改正内容は、児童福祉法施行令において無償化の対象となる３歳から５歳までの通所給付決定に

係る障がい児を養育している場合の負担上限月額、この積算基準を定めるための改正です。

附則については、令和元年１０月１日から施行したいとするものです。

以上、議案第８号、議案第１０号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。

〇議 長 説明が終わりました。

これより一括質疑に入ります。質疑ございますか。三上議員。

〇三上議員 おはようございます。私からは、根室本線の促進環境整備支援金について伺いたいと

思います。

まず、支援するに当たり沿線自治体間での協議があったと思います。その内容についてお知らせ

いただきたいと思います。

〇議 長 総務部長。

〇総務部長 根室本線の利用促進環境整備支援金の関係でございますが、まず６月の４日の日に根

室本線対策協議会の総会が開催され、北海道から正式に沿線自治体に負担金の提案があり、利用促

進のために２カ年間、時限的な措置として協議会としてそれぞれの負担についてその協議会におい

て一応同意を行ったという状況でございます。

以上です。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 まず、その中で、２年間の時限措置だということでわかるのですが、私はこの２年間

の沿線自治体のＪＲに対しての支援がどうであったか、どういう支援ができたかということで３３

年度以降国が新たに法律を整備し、予算措置するのかということがあるのだと思うのです。この２

年間が非常に重要だと思うのです、負担するに当たり。滝川市としては、道あるいは沿線自治体と

の調整もあるでしょうけれども、この支援策としてはどのようなものを考えているのか伺いたいと
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思います。

〇議 長 市長。

〇市 長 今三上議員のお話のとおり、この２年間をどのようにするかということによって、２

年後の法改正にどのような有利といいますか、私どもにとっていい結果を出したいということで、

このような支援という形になったわけでございます。私どもといたしましては、この２年間本当に

大事だと思います。その中では、今回北海道を含めて全道の沿線自治体で総額２億円、来年も２億

円という支援となります。その中において考えられておりますのが利用促進ということのＰＲ、あ

とは観光列車の運行、またそれに資するような車両の改良とかに使っていただくということになっ

ているようでございます。根室本線対策協議会といたしましては、やはり観光振興という形で観光

列車等をぜひこの沿線で走らせていただきたいという要望をおととい道庁、またＪＲ北海道のほう

に要請をしてまいりました。利用促進策というのは非常に難しいわけでございますけれども、私と

しての考えは、根室本線だけで利用促進ができるものではないと。全道的な考え方を持っていただ

きたいと。全道の自治体が負担するぐらいの心意気を持ってぜひやっていただきたいという形のお

願いを申し上げてきました。根室本線対策協議会だけでどんなことができるかというのは非常に難

しいと思いますので、北海道、またＪＲ北海道に協力いただきながら、その主導のもとに沿線自治

体全てが協力し合って結果を出していく状況をつくっていくということが必要であるというふうに

思っております。

以上です。

〇議 長 三上議員。

〇三上議員 まだ具体的にはなっていないと。ただ、根室本線だけではどうにもならない、その支

援について。ただ、３３年以降仮に法が整備されたとしても、上下分離方式ということが視野に入

ってきます、上下分離方式。滝川にとって財政的にも苦しいところをそういった形で今後ずっと支

援ができるのかという不安があります。そのためにもやはりこの２年間って大事だと思うのです。

滝川市として何ができる、あるいは根室本線沿線自治体で何ができるということを今の段階で明確

になっていないというのが私は非常に不安を感じます。それで、滝川にとっては、根室本線を維持

するということは住民の悲願だと思いますけれども、根室本線に限ると物流という側面、あるいは

観光という側面、滝川にとっては観光という部分が非常に重要だと思うのです。富良野に向かう観

光、ところがそこを一直線に富良野に行かれたら我々沿線自治体も困るので、何とかそこでおりて

いただいて、滞留していただく仕掛けづくりというのを滝川市としては考えていかないといけない

と思うのです。この点について市長はどのように考えているのか具体的にお願いします。

〇議 長 市長。

〇市 長 ただいまのご質疑でございます。観光というその前の段階でお話をさせていただきま

すと、根室本線対策協議会、根室本線を残すために何が必要かと考えたときには、やはりマイレー

ル意識を持っていただきたいというのがＪＲ北海道からのお願いでございます。それは、北海道全

体の線路、滝川でいいますと函館本線が通っているわけでございます。ＪＲ北海道全体の経営をよ

くするためには、函館本線の活用も必要だということもお願いをされております。根室本線のみな
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らず、そういう形での利用促進策というのを市民の皆さんにお願いしていくというのも私は一つの

方策だというふうに思っております。

２点目の観光についてでございますが、今回の補正予算に上程をさせていただいております駅前

におきます観光国際交流スクエア等を活用して、例えばフラノエクスプレスが通っておりまして、

あれはもう素通りですので、駅にはとまりますけれども、乗降客がいない。ただ、函館本線を活用

して駅前におりた方が根室本線乗りかえまでの時間をどのように使うかということが大切であろう

かと思っています。ですから、観光国際交流スクエアを使って、そういう皆さん方をそこに動線を

持って来ていただいて、滝川の観光に興味を持っていただき、できるならばさらに奥に入っていた

だいて、グライダーに乗っていただく、またまちに入って買い物をしていただく、パークゴルフに

行っていただく等々ができるような仕掛けづくりを行っていかなければいけないというふうに思っ

ています。それは、来年４月以降の観光国際交流スクエア開所と同時に行っていくことを今考えて

おります。

そのほかに考えられるのはやはり連携です。広域的な連携ということで、滝川市のみならずこの

近隣の広域観光というものをどのようにつくっていくかということです。ですから、例えば炭鉄港

ができ上がった赤平、芦別、それらの地域、また歌志内、上砂川、砂川等々とあわせた広域観光と

いうものもそちらに考えていくということです。ただ、これは市が行うわけにはいきませんので、

中空知広域圏、または地元の旅行会社の皆さん方、また札幌に会社がある旅行会社等々と連携をし

ながら行っていく必要もあろうかというふうに思っております。

また、サイクルツーリズムというのがかなりはやってきておりますので、根室本線に気動車をお

借りしてサイクルツーリズムの列車を走らすことも一つの案ということで、提案を２年前からさせ

ていただいておりますが、なかなか実現していただいておりません。やはりＪＲ北海道という会社

のご理解がなければできないことです。そちらのほうも今後お願いをしながら進めてまいりたいと

いうふうな策は考えております。それがどのように効果をもたらすかというのは、まだまだ未定と

いうことでございますので、確信を持って絶対大丈夫ですとお話しできる段階ではないということ

です。２年後に向けての努力は、精いっぱい行ってまいりたいと思います。

以上です。

〇議 長 本間議員。

〇本間議員 おはようございます。新政会の本間でございます。大きく２点、１点目は今のＪＲの

関係の一部確認だけを、ほぼ三上議員がされていましたので、させていただきたいと思います。

実は、６月４日の総会には議長代理で私出席させていただきまして、数点質疑などもさせていた

だきました。その際に９月の議決に向けたことについて、いわゆるＪＲ北海道でハードの手だてを

行って、増客作業を行うということに使わせていただくという答弁と、それで具体的な事業内容の

まずその報告を逐次行っていただきたいという要望をさせていただいたところでありますけれども、

先ほど市長から要望行動などもされたというふうにお聞きしましたが、その前段でなのか、何らか

のそういう事業内容の報告があったのかどうなのか、それをお聞かせいただきたいと思います。そ

れが１点目です。
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それと、１３ページ一番下でございますけれども、幼児教育の無償化、１０月からの件でござい

ますけれども、まずこの幼稚園につきまして滝川に関係するのは私立幼稚園でございます。そこで、

この無償化による新たな問題点、課題というか、そうしたものはどのように捉えられているかとい

うことが１点目、それと各幼稚園との無償化に向けて何らかの協議を行ったのか、それから今後行

う予定があるのかということについてお聞かせをいただきたいと思います。

〇議 長 市長。

〇市 長 ただいまの本間議員のＪＲ北海道に関するご質疑でございますけれども、事業内容に

ついての説明はございました。観光列車を道内で運行するという内容の説明だけでございましたが、

その中身は宗谷線におきますノロッコ号みたいなものを走らせていくと。現在走らせているはずで

す。これから東急電鉄からお借りした車両を道東のほうで走らせると。そして、フラノエクスプレ

スが通っておりますけれども、富良野何とかというのが、ちょっと今記憶が薄れていまして今すぐ

出てこないのですけれども、車両が古くなって、今３往復が２往復になってしまうという話がござ

いまして、それにかわって今回の皆さん方で負担をさせていただきます２億円の一部を活用して、

気動車を改良した、電気が通っていないところもありますので、気動車を改良した山紫水明号とい

う２両編成の観光列車をつくるということでありました。ぜひともそれを根室本線で走らせていた

だきたいというお願いを先日行ってきたところであります。

以上です。

〇議 長 教育部長。

〇教育部長 私立幼稚園の部分でございますけれども、新たな課題という１つ目のご質疑ですけれ

ども、これは１０月から始まる制度ということで、今の段階でこれは問題だぞというところは把握

はしておりません。ただ、業務を進める上でこういう制度浸透といいますか、周知、やっぱりこれ

はこれからもやっていかなければいけないというところだと思います。

２点目の協議を行ったのかということでございますけれども、これは今私どもが所管するところ

は子ども・子育て支援制度に移行していない幼稚園ということで、対象が滝川幼稚園、白樺幼稚園、

新十津川幼稚園になります。この３園ともそれぞれ園長なりと数回にわたり協議を進めてきており

ます。つい先日それぞれの幼稚園に滝川市から通っている該当者の分の申請書といいますか、そう

いうもの全てお送りをしまして、それを幼稚園経由で保護者の方にお渡しをいただくということで、

１０月からスムーズに進められるようにということで、これからも随時打ち合わせはしていきたい

と思います。

以上です。

〇議 長 本間議員。

〇本間議員 １点目は理解いたしました。

２点目につきまして、想定されることというのは多分あるのかもしれないというふうに思います。

例えば働き方改革との関連性とか、それから入園者がふえてしまうとか、何かきっとそういうこと

もあるのではないかと思いますので、ぜひ想定もしながら、ともに協議を行っていただいたり、そ

の事後も続けていただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
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〇議 長 教育部長。

〇教育部長 ご意見承りました。これは、これからも随時幼稚園と協議をして進めていきたいと思

います。

〇議 長 柴田議員。

〇柴田議員 ごめんなさい、一般質問出していないもので、ここで解明しないとだめなものですか

ら。ＪＲの問題については私は質疑しません。今やってしまうと国の言質とられたら困るので、国

の態度が決まってからまたご質疑させていただきます。

それで、実は子育て世代にちょっと落胆の色が今広がっているものですから、今回の議案出てき

たので、質疑させていただきたいと思います。特に市長にお伺いしたいと思います。１０月からの

消費税の問題、そのロジックとして子育て支援の財源を確保したいということでの消費税、この問

題の賛成、反対ここで論じる気持ちはないのですが、実はそういう世代に非常に大きい期待感を抱

かせたのが今回の消費税の問題だったと。では、出てきたときに、今出てきたわけです。非課税世

帯だとかいろんな枠がはめられて、実は本当に期待を抱いていた世代、子育て世代に今落胆の色が

広がっているのです。１０パーセントになったら、我々は保育料も無料化されて、非常に手厚い子

育て支援が受けられるのだ、何かバラ色の絵が敷かれていたのに、今出てきたら非課税世帯、割合

的にいったら今のここに出てきていますよね、保育所費とか。１億円、２億円の世界です。支援さ

れているのは非課税世帯で、出てきたのが何百万円か。そして、幼稚園のほうはそこそこ来ている

のかなとは思うのですが、市長、私は代表質問のときにもお話ししました。子育て支援しっかりや

らないと大変だねと。市長も前向きな答弁したのですが、ここ全然前に進んでいないと僕言ってい

ないのだけれども、かえって子育て世代に喉の渇きを覚えさせるような実は今回の支援策なのです。

ますます市長に対する子育て支援策を求める声がこれから強くなるのではないかと逆に僕は心配し

ているのですが、市長にお尋ねします。率直に言って今回のこの支援策は、市長が思い描いていた

支援策と比較してどうなのか。あるいはまた、これから市長がさらにその子育て世代に対してやは

りその期待に応えていかなければいけないのではないかなとも思うのですが、今回のこの国の支援

策について市長のお考えをお伺いしておきたいと思います。

〇議 長 市長。

〇市 長 ただいまの柴田議員のご質疑でございますが、今回のこの消費税増税という形になる

と思います。１０パーセントになるということによって子育て支援が充実されるという期待、それ

は本当に多くの方々が持ったと思います。ただ、その法案が通ってここに至るまでの過程の中で、

保育所の無料化等々の一部負担は市町村にという話もございました。市長会、町村会を通じて大反

対をして、国において負担をしていただくということになったわけでございます。それをもって私

どもはほっとしたところでございます。かといってこれで十分なのかというと、お話のとおり、十

分ではないと私も思っております。特に滝川市の子育て支援に対しては、さまざまなご意見をいた

だいているわけでございまして、高齢者支援とともに充実にしなければいけないというのはずっと

思い続けております。柴田議員ご指摘のとおり、今回のこの無償化等々によって期待した保護者の

皆さん方に対して何らかの策を講じていかなければならないというふうに思っている次第でござい
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ます。周辺の市町村並びに同じような市をよく見ながら、私どもができ得ることを考えていかなけ

ればならないと今思っているところでございます。今回のこの補正につきましては、国の策を受け

ての補正でございますので、市として独自策をこれから考えていくのはこの後になろうかと思いま

す。それにおいていろいろとご意見を賜りながら進めてまいりたいと思いますので、積極的にご意

見いただきますよう、そして私どももそれに十分応えるよう努力することをお話を申し上げまして、

私からの答弁とさせていただきます。

以上です。

〇議 長 柴田議員。

〇柴田議員 市長の答弁ごもっともだなと。納得せざるを得ないなと思う一方で、今市長、地方の

負担は絶対反対と、そういう思いで国に申し上げて、反対したとおっしゃっていました。私も実は

同じ思いなのです。消費税１０パーセントに上げるから、なぜ上げるのだといったら、そういった

少子化の問題、あるいは子育て世代への負担の問題を解消しなければいけない。社会保障を充実さ

せなければいけない。出てきたのがこれなのです。国会の議論なんてここでしようと思っていない

のです。でも、市長は今何とかそういう期待に応えて、市としても何とかしていきたいと。結局自

治体負担でやろうという話になってしまうのです。消費税のロジックは、たしか僕が今お話しして

いたことだったはずなのに、何か絵が変わってきて、最終的に不満が大きくなっているから、厳し

い財源だけれども、市長無理してやりますよというふうに今聞こえてしまったのですけれども、僕

はやっぱり国の負担できっちりやってもらわないと、自治体財政破綻してしまいます。そのことを

私はこの場所で申し上げたい。これに反対とか賛成を言っているのではないのだ、市長。ただ、こ

れからも一旦言ったことを撤回しないで、国の責任で子育て世代の支援策をきっちり進めてくれと、

このことはこれからも国に対してしっかり言っていただけますね。そのことを確認したいと思いま

す。

〇議 長 市長。

〇市 長 柴田議員のただいまのご質疑でございますけれども、今までも国に対峙したときには

地方の窮状、そしてなかなかそういう策が打てないその現況をお話をしながら、支援策をお願いを

してまいりました。なかなか動かないというのは、本当にジレンマに陥るところです。しかしなが

ら、それは諦めることなく、今後ともお願いをしてまいりたいというふうに思っております。また、

新しく地方創生の計画をつくっていく中においても、そのようなことをしっかりと織り込んでいっ

て、国の支援策を得るようなことも十分考えていきたいというふうに思っております。

以上です。

〇議 長 そのほか質疑ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 これにて質疑を終結いたします。

これより一括討論に入ります。討論ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 討論なしと認めます。
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これにて討論を終結いたします。

これより議案第１号、議案第８号及び議案第１０号の３件を一括採決いたします。

本案をいずれも可決することに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、議案第１号、議案第８号及び議案第１０号の３件はいずれも可決されました。

◎日程第７ 議案第２号 令和元年度滝川市介護保険特別会計補正予算（第２号）

〇議 長 日程第７、議案第２号 令和元年度滝川市介護保険特別会計補正予算（第２号）を議

題といたします。

提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。

〇保健福祉部長 ただいま上程されました議案第２号 令和元年度滝川市介護保険特別会計補正予

算（第２号）についてご説明申し上げます。

このたびの補正は、保険事業勘定におきまして平成３０年度に国、北海道、社会保険診療報酬支

払基金から概算交付されていた介護給付費及び地域支援事業費に係る負担金等につきまして実績額

の確定の結果、超過交付額について今年度において償還するための増額補正並びに繰越金を介護給

付費準備基金に積み立てるための基金積立金の増額補正を行いたいとするものでございます。

１ページをごらん願います。第１項で、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億３，

８８５万９，０００円を追加し、予算の総額を４１億７，７８９万４，０００円とするものです。

第２項で、補正後の保険事業勘定の歳入歳出予算の金額は、第１表によるところです。

２ページ、３ページは第１表、歳入歳出予算補正ですので、お目通しを願います。

続きまして、補正の内容につきましては事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、

８ページ、９ページをお開き願います。５款１項１目介護給付費準備基金積立金、補正額１億９０

万１，０００円の増につきましては、７款の介護給付費負担金等に係る償還金の額の確定等に伴い、

繰越金の一部を介護給付費準備基金に積み立てるための基金積立金の増額です。

７款１項２目償還金、補正額３，７９５万８，０００円を増額するもので、償還金の内訳といた

しましては介護給付費負担金等として国へ１，９６２万２，２２９円、支払基金へ１，１７３万１，

２１４円、地域支援事業交付金として国へ３３９万６，２５６円、北海道へ１８２万５，９８９円、

支払基金へ１３８万２，６２９円となっております。

以上、歳出合計で１億３，８８５万９，０００円の増額となったところでございます。

次に、歳入についてご説明申し上げますので、６ページ、７ページをお開き願います。７款１項

１目繰越金、補正額１億３，８８５万９，０００円の増につきましては、補正に必要な財源を繰越

金で調整したいとするものであり、収入合計で１億３，８８５万９，０００円の増額となったとこ

ろでございます。

以上、議案第２号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議 長 説明が終わりました。
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これより質疑に入ります。質疑ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結いたします。

これより議案第２号を採決いたします。

本案を可決することに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は可決されました。

◎日程の追加について

〇議 長 お諮りいたします。

本日の日程は全て終了いたしましたが、過日の議会運営委員会で確認したとおり、明日の日程を

本日に繰り上げ、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。

ここで追加日程表を配付いたしますので、暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時０３分

再開 午前１１時０５分

〇議 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

ただいま配付いたしました追加日程表のとおり本日の日程に追加し、議題といたしたいと思いま

すが、これに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、日程番号第８から第１６までを本日の日程に追加し、議題とすることに決しました。

◎日程第８ 議案第３号 滝川市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

〇議 長 日程第８、議案第３号 滝川市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。市民生活部長。

〇市民生活部長 ただいま上程されました議案第３号 滝川市印鑑登録及び証明に関する条例の一

部を改正する条例についてご説明いたします。
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今回条例を改正する趣旨は、令和元年６月１２日に公布されました住民基本台帳法施行令等の一

部を改正する政令により旧氏の記載希望者が申請によりまして住民票や個人番号カード等へ旧氏の

記載が可能となるとともに、国の印鑑登録証明事務処理要領が改正されました。このため条例で定

めております印鑑登録証明について印鑑登録証明書にも旧氏の記載を行えるよう条例を改正したい

とするものです。

条例に係る内容につきましては、参考資料の新旧対照表でご説明申し上げますので、資料の１ペ

ージをごらんください。第２条は、印鑑の登録資格についての規定です。住民基本台帳に記載され

ている方が印鑑の登録をすることができるとされているものですが、国の印鑑登録証明事務処理要

領に合わせる文言整理を行うものです。

第６条では、印鑑が登録できない場合の規定についてです。現行では、まず第１号に外国人住民

以外についての規定、第２号で外国人住民についての規定をしておりましたが、印鑑登録証明事務

処理要領の改正に合わせまして外国人住民についての規定を第２号に移すものがまず１点と、新し

い第１項第１号につきましては、法施行令第３０条の１３に規定する旧氏を加えるよう条文を改め

るものです。また、旧第３号以下につきましては、第２号が別建てになったことに伴い各号を繰り

上げるとともに、印鑑登録証明事務処理要領に合わせた文言の整理を行うものです。

次のページをお開きください。第８条は、登録印鑑の抹消について規定した条文でございます。

条例第２条、第６条の改正等に伴い第４号を改正するとともに、第５号を追加するものです。第４

号は、印鑑登録証明事務処理要領に合わせまして氏名、旧氏を含む氏、または名に変更があった場

合とします。第５号につきましては、外国人住民が出国などにより外国人住民に係る事務住民票の

記載事項の特例に該当しなくなった場合について定めたものでございます。

附則として、この条例の施行日は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行日であ

る令和元年１１月５日からとするものでございます。

以上、議案第３号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議 長 説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結いたします。

これより議案第３号を採決いたします。

本案を可決することに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。
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よって、議案第３号は可決されました。

◎日程第９ 議案第４号 滝川市手数料条例の一部を改正する条例

〇議 長 日程第９、議案第４号 滝川市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。総務部長。

〇総務部長 ただいま上程されました議案第４号 滝川市手数料条例の一部を改正する条例につき

ましてご説明申し上げます。

条例改正の趣旨でございますが、平成３０年５月３０日に公布されました不正競争防止法等の一

部を改正する法律におきまして工業標準化法が一部改正され、いわゆるＪＩＳ規格の名称が変更さ

れたことから、所要の文言整理を行うため滝川市手数料条例を改正したいとするものであります。

改正内容につきましては、行政不服審査法の審査請求人等からの求めに応じて市が交付する書面

等に係る手数料について、新旧対照表に記載の別表及び備考にあります日本工業規格から日本産業

規格に改正するものであります。

施行期日は、公布の日とし、令和元年７月１日から適用するものであります。

以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議 長 説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結いたします。

これより議案第４号を採決いたします。

本案を可決することに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は可決されました。

◎日程第１０ 議案第５号 滝川市スポーツセンター条例の一部を改正する条例

〇議 長 日程第１０、議案第５号 滝川市スポーツセンター条例の一部を改正する条例を議題

といたします。

提案理由の説明を求めます。教育部長。

〇教育部長 ただいま上程されました議案第５号 滝川市スポーツセンター条例の一部を改正する

条例についてご説明いたします。
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改正の趣旨ですけれども、平成３０年６月２０日に国民の祝日に関する法律の一部を改正する法

律が公布され、その中の一部が令和２年１月１日から施行されることに伴い、所要の整理を行うた

め本条例を改正したいとするものでございます。

改正内容は、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律において体育の日とありましたのが

スポーツの日に改められることに伴いまして、本条例第５条第１項第２号アで引用しております体

育の日をスポーツの日に改めたいとするものでございます。

附則で、この条例の施行期日を令和２年１月１日からとしたいとするものでございます。

以上で議案第５号の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議 長 説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結いたします。

これより議案第５号を採決いたします。

本案を可決することに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は可決されました。

◎日程第１１ 議案第６号 滝川市石狩川河川敷パークゴルフ場条例の一部を改正する条

例

〇議 長 日程第１１、議案第６号 滝川市石狩川河川敷パークゴルフ場条例の一部を改正する

条例を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。教育部長。

〇教育部長 ただいま上程されました議案第６号 滝川市石狩川河川敷パークゴルフ場条例の一部

を改正する条例についてご説明いたします。

改正の趣旨でございますが、市が管理を行っております滝川市石狩川河川敷パークゴルフ場につ

きまして令和２年４月から民間活力を活用した指定管理者制度による管理に移行するため、本条例

を改正したいとするものでございます。

改正の内容につきましては、議案参考資料によりご説明させていただきますので、新旧対照表を

お開き願います。新旧対照表１ページでございます。第２条の２は、新たに管理の代行等に関する

規定を加えるもので、第１項でパークゴルフ場の管理を指定管理者に行わせる旨を定め、第２項で
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指定管理者が行う業務を定めております。

第２条の３は、指定管理者制度への移行に伴い開設期間及び開場時間に関する規定を追加するも

ので、これまで規則で定めておりましたものを標準として、指定管理者が教育委員会の承認を得て

定める旨の規定でございます。

第３条から第４条までの改正は、文言整理となっております。

次のページでございます。第５条は、使用料制度から利用料金制度に移行するための改正であり、

第５条の２は利用料金の承認について規定を追加するものでございます。

第６条から次ページ、第１２条までの改正は、文言整理となっております。

第１３条は、教育委員会による管理の規定を定めるもので、第１項でやむを得ない事情がある場

合に教育委員会が管理を行うことができる旨を定め、第２項はこれに伴う読みかえ規定でございま

す。

次のページになります。別表の改正につきましては、使用料制度から利用料金制度に移行するた

めの規定であり、上限額を定めるための改正及び文言整理であります。なお、利用料金の上限につ

きましては、現在の使用料と同額を定めてございます。

附則につきまして、第１項は施行期日を令和２年４月１日から施行したいとするもの、第２項は

経過措置として条例施行前に申請許可等の処分、手続等を終えたものにつきましては、改正後の条

例に基づいて処分、手続がなされたものとみなす規定でございます。

以上、議案第６号の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議 長 説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結いたします。

これより議案第６号を採決いたします。

本案を可決することに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は可決されました。

◎日程第１２ 議案第７号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

〇議 長 日程第１２、議案第７号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を

議題といたします。
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提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。

〇保健福祉部長 ただいま上程されました議案第７号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を

改正する条例につきましてご説明いたします。

改正の趣旨ですが、令和元年６月７日に公布された災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改

正する法律及び政令等の一部改正に伴い、所要の条文整理を行うため改正したいとするものです。

改正内容は、災害援護資金の償還免除を受けられる要件として、貸し付けを受けた者が破産手続

開始の決定、または再生手続開始の決定を受けたときを追加、償還金の支払い猶予、または償還免

除を判断するため貸し付けを受けた者の収入、または資産の状況について報告を求め、または官公

署に対し必要な文書の閲覧、もしくは資料の提供を求めることができるとされたことの２点になり

ます。この改正を受け、条例第１５条第３項の文言整理を行いたいとするものです。

附則については、施行期日を公布の日からとし、改正法の施行日である令和元年８月１日から適

用したいとするものです。

以上、議案第７号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議 長 説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結いたします。

これより議案第７号を採決いたします。

本案を可決することに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は可決されました。

◎日程第１３ 議案第９号 滝川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例の一部

を改正する条例

〇議 長 日程第１３、議案第９号 滝川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例の一

部を改正する条例を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。

〇保健福祉部長 ただいま上程されました議案第９号 滝川市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。

改正の趣旨ですが、平成３１年３月２９日に公布された家庭的保育事業等の設備及び運営に関す
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る基準の一部を改正する省令が４月１日から施行され、当該改正に伴う整備を行うため改正したい

とするものですが、滝川市において現在対象となる施設はございません。

改正内容は、連携施設の確保に係る規定の追加により、家庭的保育事業者等で市長が認める場合

は連携施設の確保が不要となりましたが、この場合において要件を満たしており、市長が適当と認

める認可外保育施設を連携協力を行うものとして適切に確保しなければならない旨の規定の追加、

保育所型事業所内の保育事業所で市長が適当と認める場合は連携施設の確保を不要とする規定を追

加、食事提供の経過措置が適用されている事業者のうち家庭的保育者の居宅以外で保育を提供して

いる家庭的保育事業者の食事の提供についても努力義務を課しつつも経過措置期間を１０年とする。

家庭的保育事業等の連携施設の確保に係る経過措置期間をさらに５年延長し、１０年とするという

ものです。

附則については、公布の日から施行したいとするものです。

以上、議案第９号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議 長 説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結いたします。

これより議案第９号を採決いたします。

本案を可決することに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は可決されました。

◎日程第１４ 報告第１号 平成３０年度決算に係る健全化判断比率について

〇議 長 日程第１４、報告第１号 平成３０年度決算に係る健全化判断比率についてを議題と

いたします。

説明を求めます。柳総務部次長。

〇柳総務部次長 ただいま上程されました報告第１号 平成３０年度決算に係る健全化判断比率に

ついてご説明いたします。

平成２０年４月１日、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が一部施行され、各地方公共団

体は平成１９年度決算から財政の健全性に関する指標の公表を実施することになりました。さらに、

平成２１年４月１日には一定の比率を超えた場合の計画策定義務等を含む全体の法律が施行となっ
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たことから、各比率が早期健全化基準、財政再生基準を超えた場合には財政健全化計画や財政再生

計画を策定し、財政の健全化を進めることとされております。滝川市各会計平成３０年度決算等に

基づき同法第３条第１項の健全化判断比率を算定した結果、いずれの指標についても健全段階とな

りました。当該健全化判断比率について算定資料とともに監査委員に提出し、所定の審査を終えま

したことから、同法第３条第１項の規定により、監査委員の審査意見を付して今議会において報告

を行い、ご承認をいただいた上で公表したいとするものであります。

健全化判断比率の各指標について順次ご説明いたします。まず、実質赤字比率ですが、この指標

は普通会計における毎年の現金不足を確認するための指標です。普通会計とは、滝川の場合一般会

計、公営住宅事業特別会計、土地区画整理事業特別会計の３会計を指します。普通会計の実質収支

額が赤字となった場合には当該比率が算定されます。平成３０年度決算に係る普通会計の実質収支

額は７億６，６３０万円の黒字となっておりますことから、当該比率は該当いたしません。なお、

滝川市において標準財政規模により算定されます法施行令第７条の規定による早期健全化基準は１

３．１２パーセント、法施行令第８条の規定による財政再生基準は２０パーセントとなっておりま

す。

次に、連結実質赤字比率ですが、この指標は普通会計のほかに各特別会計、企業会計を連結して

毎年の現金不足を確認する指標であり、連結対象会計の実質収支合計額が赤字となった場合に当該

比率が算定されます。平成３０年度決算に係る連結対象の各会計の実質収支合計額は９億１，３０

６万円の黒字となっておりますことから、当該比率は該当いたしません。なお、早期健全化基準は

１８．１２パーセント、財政再生基準は３０パーセントとなっております。

次に、実質公債費比率ですが、この指標は全会計及び一部事務組合における毎年の公債費負担の

適正度を確認する指標です。平成３０年度決算に係る実質公債費比率は１０．２パーセントとなっ

ております。これまで計画的に公債費負担を軽減してきたことなどにより、平成２９年度の１０．

６パーセントから０．４パーセントの改善となっており、早期健全化基準の２５パーセントを下回

っております。

最後に、将来負担比率ですが、この指標は全会計、一部事務組合、第三セクター等を含めて将来

的に普通会計が負担すべきである債務等の大きさの適正度を確認する指標です。健全化判断比率の

中で唯一財政再生基準がありません。平成３０年度決算に係る将来負担比率は８８．２パーセント

となっております。普通会計の地方債残高及び公営企業債残高が減少並びに充当可能基金を増加し

たことなどにより、平成２９年度の９８．７パーセントから１０．５パーセントの改善となってお

り、早期健全化基準である３５０パーセントを下回る数値となっております。

なお、監査委員からは審査意見として、厳しい地方財政の状況を踏まえ、歳入面では徹底して自

主財源の確保に努められ、歳出面では事業の重点化を一層進めるなど、安定した財政基盤を構築さ

れるよう要望するとの意見をいただいております。現状の財政の健全化をさらに高めるとともに、

それを一過性のものとしないためにも今後とも財政健全化に努めてまいります。

以上、報告第１号の報告とさせていただきます。

〇議 長 説明が終わりました。
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これより質疑に入ります。質疑ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結いたします。

報告第１号は、報告済みといたします。

◎日程第１５ 報告第２号 平成３０年度決算に係る資金不足比率について

〇議 長 日程第１５、報告第２号 平成３０年度決算に係る資金不足比率についてを議題とい

たします。

説明を求めます。柳総務部次長。

〇柳総務部次長 ただいま上程されました報告第２号 平成３０年度決算に係る資金不足比率につ

いてご説明いたします。

報告第１号と同じく、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行により、各公営企業会計

において事業規模の２０パーセントを超える資金不足が発生した場合、当該公営企業において早期

に経営健全化基準以下とすることを目標とした経営健全化計画を策定し、経営の健全化に努めなく

てはならないとされております。各会計平成３０年度決算に基づき、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第２２条第２項の資金不足比率について算定資料とともに監査委員に提出し、所定の

審査を終えましたことから、同条第１項の規定により、監査委員の審査意見を付して今議会におい

て報告を行い、ご承認をいただいた上で公表したいとするものであります。

まず初めに、滝川市病院事業会計についてですが、４億７，２６４万９，０００円の資金不足が

生じたため、資金不足比率は８．５パーセントとなりました。次に、滝川市下水道事業会計につい

てですが、資金不足が発生しておりませんことから、当該比率は該当いたしません。

なお、監査委員からは審査意見として、病院事業会計に対し、経営健全化計画の策定を要する基

準を超えてはいないが、早期に資金不足を解消し、健全経営を図られたいとの意見をいただいてお

ります。

以上、報告第２号の報告とさせていただきます。

〇議 長 説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ございますか。

（なしの声あり）

〇議 長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結いたします。

報告第２号は、報告済みといたします。

◎日程第１６ 決算大綱説明及び監査委員の決算審査報告

認定第 １号 平成３０年度滝川市一般会計歳入歳出決算の認定について

認定第 ２号 平成３０年度滝川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の
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認定について

認定第 ３号 平成３０年度滝川市公営住宅事業特別会計歳入歳出決算の

認定について

認定第 ４号 平成３０年度滝川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について

認定第 ５号 平成３０年度滝川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について

認定第 ６号 平成３０年度滝川市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算の認定について

認定第 ７号 平成３０年度滝川市下水道事業会計決算の認定について

認定第 ８号 平成３０年度滝川市病院事業会計決算の認定について

議案第１１号 決算審査特別委員会の設置について

選任第 １号 決算審査特別委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選

任について

〇議 長 日程第１６、平成３０年度決算大綱説明及び監査委員の決算審査報告並びに認定第１

号から第８号までの平成３０年度滝川市各会計決算の認定について、議案第１１号 決算審査特別

委員会の設置について、選任第１号 決算審査特別委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任

についてを一括議題といたします。

平成３０年度決算大綱の説明を求めます。市長。

〇市 長 それでは、平成３０年度各会計の決算をご審議いただくに当たり、各会計歳入歳出決

算書並びに決算説明書、決算審査意見書等を提出したところでありますが、審査に先立ちまして、

各会計決算の大綱をご説明申し上げます。

平成３０年度の当初予算は、一般会計１９８億４，０００万円、特別会計１０７億６４７万円、

下水道事業会計支出２９億４７６万円、病院事業会計支出７７億７６７万円、合わせて４１１億５，

８９０万円を計上したところでありますが、その後補正予算と平成２９年度からの繰越事業費繰越

額を含めた最終予算額は一般会計２０８億６，３２４万円、特別会計１０８億３，９８４万円、下

水道事業会計支出２９億１，９２２万円、病院事業会計支出７７億２，４６３万円、合わせて４２

３億４，６９３万円となったところであります。

平成３０年度は、総合計画の着実な推進を図りながら、まちの成長力を確保するために策定され

た「滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を実行するとともに、厳しい財政事情を鑑み策定さ

れた「滝川市財政健全化計画」の実行により、事務事業の見直しによる効率化を図るなど、持続可

能な財政基盤を築くための取り組みを推進してまいりました。

基金につきましては、厳しい財政状況にありながら、ふるさと基金ほかで３億２，６０６万円を

積み立てることができたことなどにより、基金残高総額は前年度比３億２，６８４万円の増額とな

りました。

以下、各会計ごとに主な内容について申し上げます。
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一般会計におきましては、予算額２０８億６，３２４万円で、歳入２０６億８，８９２万円に対

し、歳出１９９億７，２２６万円で、差し引き７億１，６６６万円の剰余を生じました。歳入につ

きましては、収入済額と予算現額を比較しますと１億７，４３２万円の減となっており、その主な

内容は、繰越金３億１，５５７万円、市税６，９４９万円、地方交付税６，６２８万円、寄附金３，

６９３万円、地方消費税交付金１，２９０万円、分担金及び負担金７６３万円の増となり、繰入金

２億８，５６７万円、国庫支出金２億３，８７１万円、市債５，７８０万円、諸収入４，３４６万

円、使用料及び手数料１，８７３万円、自動車取得税交付金１，８０８万円、地方譲与税８５９万

円、道支出金６６４万円の減となったことなどによりますが、令和元年度に歳入されるべき繰越明

許費に係る歳入予算額が国庫支出金で５，４４９万円、地方債２，２６０万円、計７，７０９万円

計上されておりますことから、これを差し引いた実質的な歳入は９，７２３万円の減となったとこ

ろです。

一方、歳出におきましても、予算現額と支出済額を比較しますと８億９，０９８万円の減となっ

ておりますが、下水道事業会計出資金や道営土地改良事業負担金など繰越明許費として令和元年度

に繰り越して歳出することと決定した予算額８，３５７万円が計上されておりますことから、実質

的には８億７４１万円の減となりました。歳入のうち、市税、使用料及び手数料、財産収入などの

自主財源は全体の３８．２パーセント、地方交付税、国・道支出金、市債などの依存財源は６１．

８パーセントとなっております。

自主財源の内訳といたしましては、市税４３億５，５５９万円、諸収入１２億７，７３８万円、

寄附金８億３，０８７万円、繰越金６億６，４２７万円、使用料及び手数料５億１，２２６万円、

分担金及び負担金１億５，７９６万円、財産収入６，５４１万円、繰入金３，６３４万円となり、

また依存財源の内訳は、地方交付税６６億９，４６４万円、国・道支出金３９億６，７０６万円、

市債１０億２，５４５万円、その他１１億１７１万円となっております。

一方、歳出につきまして性質別に見ますと、扶助費３８億８，４０７万円、補助費等３６億６，

１１３万円、人件費３３億１，８８７万円、繰出金２２億７，１５５万円、公債費１８億８，４８

９万円、物件費１８億７，３３２万円、貸付金９億２，２９６万円、維持補修費６億９，９５６万

円、建設事業費６億６，０２７万円、出資金４億６，８８０万円、積立金３億２，６８４万円とな

っております。

次に、特別会計につきましては、特別会計全体として、歳入１０６億６，２８７万円に対し、歳

出１０３億３，４９４万円で、差し引き３億２，７９３万円の剰余を生じました。

国民健康保険特別会計では、予算額４９億５，９７２万円で、歳入決算額４８億５，４７０万円、

歳出決算額４７億９，４８５万円で、差し引き５，９８５万円の余剰を生じました。なお、余剰金

のうち４，０００万円を基金へ繰り入れし、残りを翌年度財源として繰り越しました。

歳入について見ますと、道支出金３５億４，７６０万円、国民健康保険税７億２，７９９万円、

繰入金４億４，６０９万円、諸収入１億３，３０２万円となったところです。

一方、歳出について見ますと、保険給付費３４億３，１６４万円、国民健康保険事業費納付金１

０億９，２９０万円、諸支出金１億３，４５０万円、総務費６，７７０万円、保健事業費４，３３
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３万円、前年度繰り上げ充用金などその他２，４７８万円となりました。

公営住宅事業特別会計では、予算額９億２，９８９万円で、歳入決算額９億５，７５９万円、歳

出決算額９億１４８万円で、差し引き５，６１１万円の剰余を生じました。

歳入について見ますと、繰入金３億１，７４２万円、使用料及び手数料３億１，７３２万円、市

債２億５，２７０万円、繰越金５，８５８万円、諸収入１，１５６万円、財産収入１万円となった

ところです。

一方、歳出について見ますと、住宅事業費６億７，２１２万円、公債費１億６，７４６万円、諸

支出金６，１９０万円となりました。

介護保険特別会計では、まず保険事業勘定で予算額４１億３，６７５万円で、歳入決算額４０億

２，８７２万円、歳出決算額３８億３，９８６万円で、差し引き１億８，８８６万円の剰余を生じ

ました。

歳入について見ますと、支払基金交付金９億９，７６８万円、国庫支出金９億３，２４７万円、

介護保険料７億９，１３５万円、繰入金５億９，１６１万円、道支出金５億６，８１３万円、その

他財産収入、繰越金、諸収入１億４，７４７万円となったところです。

一方、歳出について見ますと、保険給付費３３億８，６２６万円、地域支援事業費２億８，０４

２万円、総務費１億２，５２１万円、その他保健福祉事業費、基金積立金、公債費、諸支出金４，

７９７万円となりました。

また、介護サービス事業勘定では、予算額７，８２８万円で、歳入決算額８，９７４万円、歳出

決算額６，７７２万円で、差し引き２，２０２万円の剰余を生じました。

歳入について見ますと、サービス収入６，９６１万円、繰越金２，００５万円、その他繰入金、

諸収入８万円となったところです

一方、歳出について見ますと、サービス事業費６，７７２万円となりました。

後期高齢者医療特別会計では、予算額６億１，５８８万円で、歳入決算額６億１，４８４万円、

歳出決算額６億１，３７６万円で、差し引き１０８万円の剰余を生じました。

歳入について見ますと、後期高齢者医療保険料４億１，２５８万円、繰入金２億６万円、繰越金

１０９万円、広域連合支出金などその他１１１万円となったところです。

一方、歳出について見ますと、後期高齢者医療広域連合納付金５億９，４１３万円、総務費など

その他１，９６３万円となりました。

土地区画整理事業特別会計では、予算額１億１，９３２万円で、歳入決算額１億１，７２８万円、

歳出決算額１億１，７２８万円で歳入歳出同額となっており、剰余金は発生しておりません。

歳入について見ますと、繰入金７，０２８万円、市債４，７００万円となったところです。

一方、歳出について見ますと、土地区画整理事業費１億１，３４０万円、公債費３８８万円とな

りました。

次に、企業会計について申し上げます。

下水道事業会計の収益的収支では、事業収益１２億９，１４７万円に対し、事業費用１２億１，

２３４万円で、７，９１２万円の純利益となりました。
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また、資本的収支では、収入７億７，９５２万円に対し、支出１２億６，９０１万円で、差し引

き不足額４億８，９４９万円となり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分

損益勘定留保資金、減債積立金、当年度分損益勘定留保資金で補填をしました。

病院事業会計の収益的収支では、事業収益６６億３，５０２万円に対し、事業費用は６７億５，

２７８万円となり、当初予算では９，２１３万円の純損失を見込んでいましたが、１億１，７７６

万円の純損失となりました。

また、資本的収支では、収入９，３００万円に対し、支出５億４，８２４万円で、差し引き不足

額４億５，５２４万円となり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘

定留保資金で補填をし、なお不足する額は減債積立金で補填しました。

以上、各会計の決算の内容についてご説明申し上げました。

平成３０年度決算に基づく健全化判断比率については、今議会において報告第１号、報告第２号

として健全化判断比率及び資金不足比率の報告を行ったところでありますが、いずれの指標につい

ても健全段階であります。厳しい財政状況の中、財源補填的な基金を繰り入れずに財政運営が可能

となるよう今後より一層財政の健全化を進め、その状況について透明性を持ってお知らせしていき

たいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

平成３０年度各会計の決算の詳細につきましては、所管部課長等からご説明申し上げますので、

よろしくご審議をいただき、ご認定いただきますようお願いを申し上げます。

なお、数字等の読み違い等がございましたら、配付をさせていただいております決算書に記載の

とおりでございますので、ご了承賜りますようお願い申し上げまして、決算報告といたします。

以上でございます。

〇議 長 続きまして、監査委員の決算審査報告を求めます。宮崎監査委員。

〇監査委員 平成３０年度の滝川市各会計の決算及び公営企業会計の決算について審査をいたしま

したので、お手元の決算審査意見書に基づいて、以下ご報告いたします。

初めに、滝川市の各会計歳入歳出の決算審査でありますが、地方自治法第２３３条第２項及び同

法第２４１条第５項の規定により審査をいたしました。

１ページの審査の対象につきましては、一般会計のほか、国民健康保険特別会計、公営住宅事業

特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計及び土地区画整理事業特別会計の歳入歳出

決算及び基金の運用状況であります。

審査の期間及び審査の方法につきましては、記載のとおりでありますので、お目通し願います。

審査の結果につきましては、決算書等は法令に準拠して作成されており、表示された計数を関係

諸帳簿と照合した結果、正確であると認められ、予算は適正に執行され、予算の流用及び予備費の

充用についても適正に処理されていると認められました。また、財産に関する調書並びに基金の運

用状況につきましては、４４、４５ページに記載のとおり計数は正確であり、保管、管理及び運用

は適正であると認められました。

２ページの審査の概要及び意見でありますが、前段の一般会計及び特別会計を合わせた決算状況

では、実質収支額は１０億３，８１２万円の黒字となり、また前年度の実質収支額を差し引いた単
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年度収支額では一般会計は４，５９９万７，０００円、特別会計は１億３，３９１万６，０００円、

総額では１億７，９９１万３，０００円、それぞれ黒字となっております。

中段以降でありますが、平成３０年度予算は総合計画に掲げる重点施策及び主要事業の推進とあ

わせて、本年５カ年計画の最終年度を迎えました滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略と財政健

全化計画を着実に実践され、栄町３―３地区の再開発事業の完了や移住、定住の促進を図るための

新築住宅助成事業を継続するなど、創意工夫を図りながら事業の重点化を行い、予算編成され、市

立病院の経営改善や公共施設の見直しなど厳しい財政環境の中ではありますが、財政の健全化を維

持しつつ予算を執行されました。

国においては、経済財政運営と経済財政一体改革の推進などの経済対策を実施したところであり、

国内の経済情勢を見ますと内閣府の月例経済報告令和元年７月分では、雇用、所得環境の改善が続

く中、景気は輸出を中心に弱さが続いているものの穏やかに回復しているとされています。また、

道内における景況感は、日銀６月短観によると１年ぶりに改善したと明るい兆しも見られています。

決算の状況でありますが、歳入においては市税の徴収対策の強化による収納率の向上やふるさと

納税のポータルサイトの拡充、新たな返礼品の開発などによる寄附額の大幅な増加が見られ、歳出

においては財政健全化計画の着実な実施による経費節減等の効果があらわれている状況がうかがえ

ます。また、経常収支比率でありますが、依然として高い水準で推移しているものの、平成２７年

度に９７．４パーセントであった同比率は平成２９年度に９５．５パーセント、平成３０年度は９

４．９パーセントと財政構造の硬直化の解消に向け、少しずつ改善が図られています。

今後普通交付税の減少や社会保障関係経費の増加など一段と厳しい財政運営が予測されますが、

１０年、２０年先の都市像を見据えた未来につながる大胆な行財政改革を推進され、足腰の強い持

続可能な財政基盤の確立を目指すとともに、市民生活に必要な都市機能を整備し、行政サービスを

低下させない安定的な市政運営を望むものであります。

続きまして、決算概要ですが、３ページには各会計の決算総括表を、４ページの決算収支状況に

は形式収支額、実質収支額、単年度収支額を、５ページの総計及び純計の決算状況には一般会計、

各特別会計、病院事業会計及び下水道事業会計の各会計間で繰り入れ、繰出金などが重複計上され

ておりますので、これらを控除し、市全体としての純計の決算収支額を記載しております。

６ページの財政指標では財政力指数及び経常収支比率を、７ページ、８ページには基金残高の状

況、将来にわたる財政負担として市債の借り入れ、償還状況及び債務負担行為の状況を記載してお

りますので、お目通し願います。

次に、各会計別ですが、一般会計につきましては９ページから、特別会計につきましては２９ペ

ージから、それぞれ決算の概要、歳入及び歳出の概要を記載しておりますので、お目通しを願いま

して、細部の説明は省略させていただきます。

各会計の未収金及び不納欠損状況につきましては、４２、４３ページに記載しています。４３ペ

ージの未収金及び不納欠損状況に対する意見でございますが、中段以降になります。未収金及び不

納欠損は、市民の受益と負担の公平性を担保する観点から、収納の確保と不納欠損処分に対する一

層の慎重かつ適切な対応が求められています。また、滝川市が有する各種債権についても同様に適



- 32 -

切な管理と回収が不可欠であります。

市税の調定額は、一般会計歳入全体の２割を超える重要な自主財源であり、税収を確保すること

は継続的、安定的な市政運営を行う上で欠かせないものであります。近年納税者にとって利便性の

高いコンビニ納付が順調に伸びており、前年度と比較すると市税の全体納付のうち件数では２．５

ポイント増の２７．５パーセントに、納付金額では２ポイント増の１６．６パーセントになってお

り、税収の確保の一助になっています。今後も納税意識の喚起を図り、引き続き収納率の向上に向

けた全庁挙げての取り組みを進めるとともに、全ての部局においてその権限に応じた歳入の確保に

努められ、自主財源の確保と未収金の縮減に向けた一層の努力を期待するものであります。

次に、公営企業会計の決算審査でありますが、別冊の決算審査意見書をお開きください。公営企

業会計につきましては、地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査いたしました。

１ページの審査の対象につきましては、病院事業会計及び下水道事業会計の決算であります。

審査の期間及び審査の方法につきましては、記載のとおりでありますので、お目通し願います。

審査の結果及び意見でありますが、決算報告書及び財務諸表並びに附属書類の計数は正確であり、

かついずれも関係法令に準拠して作成されていると認められました。

初めに、病院事業会計でございます。１ページの下から６行目以降ですが、当年度の決算を見ま

すと損益計算書において収益合計額は前年度と比べ８，９９７万７，０００円（１．３パーセン

ト）減の６６億３，５０１万８，０００円となり、費用合計額は前年度と比べ２，９２２万円（０．

４パーセント）減の６７億５，２７７万６，０００円となり、収支は前年度と比べ６，０７５万６，

０００円減の１億１，７７５万９，０００円の純損失となったところでありますが、主な要因は医

業外収益が１億８，１４９万２，０００円、うち他会計負担金１億８，５２２万３，０００円の増、

医業収益が２億４，３０５万６，０００円の減となったことによるものであります。

資金の状況については、業務活動によるキャッシュフローが３億３，４９４万５，０００円のプ

ラス、投資活動によるキャッシュフローが１億４，８２１万８，０００円のマイナス、財務活動に

よるキャッシュフローが１億７，６２３万６，０００円のマイナスとなった結果、前年度と比べ１，

０４９万１，０００円資金が増加し、当期末残高は４，３８５万２，０００円となっております。

当年度は、医業収益が減少したため一般会計繰入金１億４，５００万円を増額補正され、医業外収

益が増加したものの、さらなる運転資金不足が生じたことから前年度より２億１，０００万円増の

８億９，０００万円の一時借り入れを行っています。収益の根幹である入院収益及び外来収益など

の医業収益は、外来患者数及び入院患者数が減少し、前年度と比べ２億４，３０５万６，０００円

の減となり、資本合計はマイナスの状況が続き、当年度末で２１億８，０００万円余りの資本不足

となっているほか、未処理欠損金が３９億円を超えており、依然として収支不足の状態が続いてい

ます。

平成２９年３月に策定されました滝川市立病院経営計画に基づき経営改善への取り組みを進めて

きたところでありますが、今後さらなる経営の合理化、効率化を推進され、目標達成を目指してい

ただきたい。病院事業を取り巻く経営環境は、依然として非常に厳しいものがありますが、今後と

も市民に安全で満足度の高い医療を継続していくために医療機関相互の連携強化を図るなど、地域
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医療確保のために重要な役割を果たすとともに、職員一人一人の意欲と能力を結集され、環境の変

化に対応した柔軟な病院経営に取り組むなど、公的医療機関としての使命である公共の福祉の増進

及び医療水準の向上に一層貢献されることを期待するものであります。

次に、下水道事業会計でございます。３段落目以降ですが、当年度の決算を見ますと損益計算書

において収益合計額が前年度と比べ２，０９４万９，０００円（１．６パーセント）減の１２億９，

１４６万７，０００円、費用合計額が前年度と比べ３，７８５万４，０００円（３．０パーセン

ト）減の１２億１，２３４万２，０００円で、収支は前年度と比べ１，６９０万５，０００円（２

７．２パーセント）増の７，９１２万４，０００円の純利益となったところであります。費用では、

利率の高かった企業債が減少しているほか、企業債の借入額が償還額を下回っている状態が続き、

支払利息が減少していることが主な要因であります。

資金の状況については、業務活動によるキャッシュフローが５億８，８９８万８，０００円のプ

ラス、投資活動によるキャッシュフローが３億３，９６１万７，０００円のマイナス、財務活動に

よるキャッシュフローが１億７，５１７万２，０００円のマイナスとなった結果、前年度と比べ７，

４２０万円資金が増加し、当期末残高は５億１，９７９万９，０００円となっており、今後も引き

続き安定的な資金運営となるよう努めていただきたい。

企業債の平成３０年度末残高は６７億５２７万６，０００円と前年度と比べ４億９，６２５万５，

０００円の減となり、企業債元金の償還額は８億２，８９５万５，０００円と前年度と比べ１億４，

２９８万５，０００円の減となったところでありますが、公共下水道では経営分析による企業債償

還額対減価償却額比率が１０４．７パーセントと前年度より比率が減少し、改善されてはいるもの

の、依然として内部留保資金による償還能力が低い状態が続いております。また、経営成績の指標

である特別損益を除く経営的な収支を示す経常収支比率が１０６．０パーセントと単年度黒字では

あったものの、営業費用が営業収益で賄われているかを示す営業収支比率が８７．８パーセントと

昨年度と比べて減少し、１００パーセントを下回っている状態が続いていることから、今後におい

ても改善に向けた取り組みを図っていただきたい。

今後の経営見通しについては、企業債残高の減少により支払利息が減少していく見込みがあるも

のの、下水道管の老朽化による更新に伴い増加していくと思われる企業債の借り入れ増や減価償却

費の増などが見込まれるほか、収益の根幹である下水道使用料が人口減や節水意識の高まりによる

減少傾向で厳しい経営状況が続くと予想されます。下水道事業が普及促進から維持管理へと向かっ

ている中で下水道が担う役割を今後も果たしていくためには、資金収支に十分配慮しながら、更新

コストや財源確保の方法などを検討され、計画的かつ効率的に設備の更新を行うなど、安定的な経

営に努められるよう望むものであります。

なお、業務実績、収益的収支、資本的収支の概要及び経営の状況につきましては、病院事業会計

は５ページから９ページにかけて、下水道事業会計は１５ページから１９ページにかけて記載して

おり、各会計の過年度未収金及び不納欠損状況につきましては２４ページに記載しておりますので、

それぞれお目通し願います。

以上で平成３０年度滝川市各会計決算審査報告及び滝川市公営企業会計決算審査報告を終わりま
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すが、数字等の読み違いなどございましたら、配付をさせていただいております意見書に記載のと

おりでございますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

〇議 長 一括議題のうち議案第１１号及び選任第１号は、説明、質疑、討論を省略して直ちに

一括採決いたしたいと思います。これに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、説明、質疑、討論を省略して一括採決いたします。

議案第１１号及び選任第１号の２件をいずれも可決することに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号及び選任第１号の２件は、いずれも可決されました。

議案第１１号が可決されたことによりまして、一括議題のうち残りの認定第１号から第８号まで

の平成３０年度滝川市各会計決算の認定につきましては、それぞれ決算審査特別委員会に付託する

ことに決しました。

◎休会の件について

〇議 長 お諮りいたします。

決算審査特別委員会の開会等により、９月５日から９月１６日までの１２日間を休会したいと思

います。これに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議 長 異議なしと認めます。

よって、９月５日から９月１６日までの１２日間を休会することに決しました。

◎散会宣告

〇議 長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

散会 午後 ０時０６分
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上記会議のてん末は誤りがないので、ここに署名する。

令和 年 月 日

滝川市議会議長

滝川市議会議員

滝川市議会議員


